
船舶事故調査報告書 

 

                              平成２２年１２月１６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１月２３日(土) ０６時４０分ごろ 

発生場所 播磨灘北部 

 兵庫県姫路市家島町 男
たん

鹿
が

島灯台から真方位３４１°３,２００ｍ付近 

（概位 北緯３４°４１.１′ 東経１３４°３４.３′） 

事故調査の経過  平成２２年８月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 漁船 蛭子
えびす

丸、６.０トン 

   ＨＧ２－５３８２（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.３０ｍ（Lr）×３.０５ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、平成７年１１月２４日 

文
ふみ

、５トン未満 Ｂ モーターボート 

   ２８１－２７８５８兵庫、有限会社ダイヤマリン 

   ６.７２ｍ（Lr）×２.１６ｍ×０.５９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、８０.９１kＷ、平成３年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成３年９月４日 

    免許証交付日 平成１８年７月１０日 

           （平成２３年９月３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５４歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免 許 登 録 日 平成２０年５月１６日 

    免許証交付日 平成２０年５月１６日 

           （平成２５年５月１５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ａ 右舷船首外板にき
．
裂  損傷 

Ｂ 右舷船首外板にき
．
裂 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示

して家島漁港を出港し、家島の東方にある男鹿島の北東方に設置されたの

り養殖施設（以下｢本件養殖施設｣という。)に向かい、船長Ａが、男鹿島と

その北方の宇和島との間には釣り船などが多く出ていることがあるので、

両島間を航行せずに宇和島北方沖を迂回して本件養殖施設に向かうことと
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し、約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北東進した。 

 船長Ａは、操舵室でいすに座って手動操舵を行い、宇和島北方沖では日

ごろから釣り船などが少ないので、前路に他船はいないと思い、漂泊して

いたＢ船に気付かずに航行中、Ａ船の右舷船首部とＢ船の右舷船首部とが

ほとんど真向かいの状態で衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗船し、白色全周灯及び両色灯を表示し、姫

路港広畑区から香川県小豆島に向かい、船長Ｂが、操舵室右舷側の操縦席

に座って手動操舵を行い、左舷側に同乗者が座り、ＧＰＳプロッターを確

認しながら約１２～１３knの速力で南西進した。 

船長Ｂは、０６時３５分ごろ、用便のために、機関を中立にして船首を

南西に向けて漂泊し、周囲に他船の灯火を認めなかったことから、同乗者

に見張りを依頼せずに操縦席を離れて操舵室の右舷側に出た。 

船長Ｂは、用便を終えて操舵室に戻ったとき、船首方至近にＡ船の灯火

を認めたが、平成２２年１月２３日０６時４０分ごろ、男鹿島灯台から真

方位３４１°３,２００ｍ付近でＡ船と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視程 約１０㎞、日出時刻

０７時０６分 

海象：潮汐 上げ潮の初期、波高 約１ｍ 

 その他の事項 船長Ａは、衝突後にＢ船の灯火が点灯していることを確認した。 

Ａ船には、レーダー及びＧＰＳプロッターがなく、Ｂ船には、ＧＰＳプ

ロッターがあるが、レーダーはなかった。 

本件養殖施設は、男鹿島の北東方１,０００ｍ（宇和島の東方１,０００

ｍ）付近に設置されている。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、宇和島北方沖を北東進中、船長Ａが、

前路に他船はいないと思い込み、船首方の適切な

見張りを行っていなかったことから、前路で漂泊

中のＢ船に気付かず、Ｂ船に向けて航行し、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、宇和島北方沖で漂泊中、船長Ｂが、操

舵室を離れ、周囲の見張りを行っていなかったこ

とから、接近するＡ船に気付かずに漂泊を続け、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、宇和島北方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が漂泊

中、Ａ船が、適切な見張りを行わず、Ｂ船に気付かずにＢ船に向けて航行

し、また、Ｂ船が、見張りを行わず、接近するＡ船に気付かなかったた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




